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平 或 昨 変 貌 鱗 改 正 大 鋸 掛�  i 
鰐議決定228月12!年21平成� 

各主要課題の改革の方向性� 詩ま3第

1‘納税環境整備

(け納税者権利憲章{仮称)の制定

f代表なくして課税なしJのさ雪薬に象徴されるように、議会制度は税と共に発展してきたといっても過言ではありま

せん。つまり、議会総民主主義における税のあり方は、あくまでも税を納める主機者たる留民の立場に立って決められ

るべきものです。国民主権にふさわしい税制を構築してしミくため、納税者の税艇よの機李誌を明確にし、税制への僚綴後

保に資するものとして� f納税者権利憲章(仮称)Jを早急に苦手i定します。

納税者の権利を守るためのJ主体的な改革として、買さ正等の期間制限が課税庁からの交正と納税者からの修正で災なる

点について見直していき三とす。特に課税庁の増額貫主IE(事後的な納税額の増額)の期間制限が 3~ 7fj三であるのに対し

て、納税者からの更正の請求(事後的な納税舗の減額)の期間制限が� 1年であるこどは納税者の理解を得られにくく、

平念、に見直す必要があります。

(治国税不服審判所の改蕊

税が議会鋭民主主義の線終で、あることを考えれば、総見IJの課税事案に対して約手軽できない納税者の主張を隣く 「菌税

不綴審判所J I玄、民主主義にとって緩めて重要な機関でナ。

しかし、国税不服審判所の現状は、この重姿な役綴令系たすには十分ではありません。特;こ、その機能惑と築士こずため

に最も重要な審判官の多くを関税庁の出身者が占めていることは問題です。そのほかにも証拠書類の甥覧� . H参考手が認め

られていないなどの問題があります。

これらの観点から、関税不服審判所の組織や人事:のあり方、不服申立前質主義の凡~し、不利益処分の現ß3附記など

について、行政不服審資制度全体の見直しの方向を勘然しつつ、納税者の立場に立って、適正な税務執行が行われてい

ることが霞民に明らかになるよう、必要な検討を行います戸。� 

(3)社会保障・税共通の喜怒号制度導入

社会保障鎖反と税制を…体化し、真に手を蒸し{取べるべき人iこ対する社会保際会1u笑させるとともに、社会保湾総度
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の効率化を進めるため、また所得税の公な性を担保するために、� I笠しい所得招鐙体制の燦境整備が必要悪不可欠です。そ

のために社会保障・税共通の番号繊度の導入を滋めます。

番号は纂礎年金番号や住民票コ…� iごなどの統存番号の活用、新たな付番号など様々々選択肢が考えられます。付番・管

淫する主体については、� (4)寸?官学述する歳入斤が適当であると考えます。

以上、徴収とも関連しますが、主として給付ーのための番号として制度設計会進めます。その際i土、� lWJ人情報保議の観

点がE重要なことは言うまで、もありません。� 

(4)歳入ffの設置

奪三金制度改革と殺行して、年金の保険料の徴収を担っている日本年金機構� (2010年� 1月に社会保険庁より改組予定)

を廃止し、その機能を国税庁に統合、歳入ffを設置する方向で検討を進めます。

歳入庁は税と社会保険料の賦課徴収合一元的に行います。行政の効率化が進み、行政ロストも大幅に断滅でiきます。
悶民にとっても、税は税務著、保険料は社会保険者募務所など刻々の場所に納付するネ問が省けます。

歳入1れま、国税と闘が管掌する社会保険料の徴収を行うこととなりますが、国税と徴収対象や総諜慕準が類以の税に

ついて自治体が希望する場合、地方税等の徴級事務を受託することも検討します。� 

(5)郡東IJの適化

納税者の税制j上の権利の裏返しとして、納税殺には遥lEに税制上の義務会履行することが求められます。義務を適正

に履行しない紡税者に対しては、厳正かっ的確に対処する必要があります。

課税の適正イおそ~ 1)， 税制への信頼を確保するためには、罰則の適正化も蒙重要です。他の経済犯とのバランスなとを会

考えながら、劉民IJの見直し念行う必要があります。� 

(6 )納税環境整備に係る PTの設霞

以上、(1)紋税者機利憲章(仮称)の総定、� (2)毘税不級審判所の改革、� (3)役会保障・税共通の番号制度導入、 

(4)議入庁の設援、等について、具体化を図るため、税制欝査会の下にプロジ瓜クト・チーム� (pT)会設鐙します。

特に、(1)� (2) (3) については� 1年以内を呂iおと結論を出し亥す。

なお、社会保綴・税終i滋の蚤号制皮やこれを付添・管理する歳入庁の設霞については、税制のみえ安らず、社会保輝制

度も関連することから、税制読まま会の� PTと並行して、内線官房国家戦絡霊祭を中心に、治省横断的に検訴を行うことと

します。� 
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税・社会保障共通の番号の導入
厳しい財政状況の中で国民生活の安定、社会の活力維持を実現するためには、真に支援の必要な人を政府が的確に把握し、その

人に合った必要な支援を適時・適切に提供すると同時に、不要あるいは過度な社会保障の給付を回避することが求められます。こ

のために不可欠となる、納税と社会保障給付に共通の番号を導入します。

納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、確定申告を原則とし、給与所得者

については年末調整も選択できるという制度を導入します。また、これを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために

「納税者権利憲章」を制定します。

納税者の権利を守るための具体的な改革として、納税額の更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点

について見直していきます。特に課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)の期間制限が 5年であるのに対して、納税者からの

更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が 1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要です。

国税不服審判のあり方の見直し
納税者の権利を重視し、国税不服審判所のあり方や手続きを見直します。

税が議会制民主主義の根幹であることを考えれば、個別の課税事案に対して納得できない納税者の主張を聞く国税不服審判所は

極めて重要な機関です。しかし現状は、この重要な役割を果たすには十分ではありません。特に、その機能を果たすために最も重

要な審判官の多くを財務省・国税庁の出身者が占めていることは問題です。

そのほかにも証拠書類の閲覧・謄写が認められていないなどの問題があることから、国税審判のあり方やその手続きについて、

納税者の権利を十分に確保することを基本に見直します。

徴税の適正化
毎年、 1兆円弱の新規滞納が生じている現状にかんがみ、徴税の適正化を図ります。また個人・法人合計で 1000億円近くも加

算税が生じている状況を是正するため、罰則の強化や重加算税割合の引き上げを行います。

消費税の還付額が年間 3兆円にも達していますが、その中に相当額の不正な還付が存在します。これを防止するため、還付に係

わる調査機能を強化します。 
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